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播磨町第３浄水場運転管理等業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１.目的 

播磨町第３浄水場運転管理等業務（以下「本業務」という。）について、水道施

設の運転管理及び保守管理において、適正な水道施設管理による水道水の安定供給

と災害時等における危機管理体制の向上を図るため、公募型プロポーザル方式によ

り事業者を選定するものです。 

 

２.業務概要 

(1) 業務名 

播磨町第３浄水場運転管理等業務委託 

(2) 履行場所 

播磨町第３浄水場及び関連施設 

(3) 業務内容 

① 浄水場運転管理業務及び関連施設管理業務 

② 保守点検業務 

③ その他、業務に付随する業務 

(4) 業務期間 

令和7年（2025年）4月1日から令和12年（2030年）年3月31日まで 

(5) 提案上限額 

356,067,000円（消費税及び地方消費税額相当額を除く。） 

    ※ 提案上限額を超える見積額で提案した者は失格とする。 

 

３.選定方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４.優先交渉権者決定方法 

 (1) 一次選考 書類審査（技術提案書） 

 (2) 二次選考 動画による説明及び審査委員会からの質疑回答（ヒアリング）によ

り総合的に採点 

 

５.参加資格 

（1） 令和６年度播磨町入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（2） 地方自冶法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4の規定のいずれにも

該当しないこと。 
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（3） 技術提案書の提出期限において、指名停止処分を受けていないこと。 

（4） 町契約からの暴力団排除に関する要綱（平成 24 年要綱第 45 号）に規定する暴

力団等でないこと。 

 (5)  手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は当該

業務への参加表明前６か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者でないこと。 

 (6)   会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申

立てを行っている者でないこと。 

 (7)   民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申

立てを行っている者でないこと。 

(8)   十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び播磨町の指示

に柔軟に対応できること。 

（9） 直近 10年以内（平成 27 年度～令和 6 年度）に、日本国内において急速ろ過方

式による日最大１万立方メートル以上の浄水能力を有する上水道の浄水場運

転管理業務の契約実績を過去５年以上有すること。 

 

６.全体スケジュール 

内容 期間等 

プロポーザル公告及び実施要

領等資料の公表 

令和６年 11 月 1日 

 

現場見学会申込書提出期限 令和６年 11 月 18 日 

現場見学会（自由参加） 令和６年 11 月 19 日・20 日 

質疑受付期間 令和６年 11 月 22 日 

質疑回答 令和６年 11 月 29 日 

技術提案書提出期限 令和７年 1 月 10 日 

一次審査結果通知 令和７年 1 月 17 日 

審査を実施したすべての事業者に対して通知 

ヒアリング審査 令和７年 1 月 29 日 

選考審査結果通知 令和７年 2 月 5日 

２次審査通過者に対して通知 

契約協議・覚書締結 令和７年２月中旬から下旬予定 

 

７.現場見学会（自由参加） 

現場見学会に参加を希望される方は、令和６年 11 月 18 日（月）午後 3 時までに

現地見学参加申込書（様式第 1－2号）を電子メールにて提出してください。 

見学日時は、別途通知します。 

(1) 見学日時：令和６年 11 月 19 日（火）から 11 月 20 日（水）までの指定する日の、
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午前 9 時から午後 5 時までの指定する時間 

(2) 見学場所：播磨町第 3 浄水場 

(3) 留意事項：・出席者は身分が確認できるものを持参してください。 

・参加人数は１社 3 名までとします。 

・見学には職員が立ち会いますが、その場での質疑応答には、設備の

名称など基本的な内容を除いて受け付けません。見学によって生じ

た質問事項についても、質問書にて質問してください。 

 

８ 質疑及び回答 

 (1) 質疑提出方法等 

実施要領または仕様書に関する質疑がある場合は、質疑書（様式第 1－3 号）

に記載し、電子メールで送信後、電話にて受信確認すること。 

なお、メールの件名については、「播磨町第３浄水場運転管理等業務委託質疑

〇〇」と記載し〇〇の部分については、会社名を記載すること。 

(2)  質疑受付期日 令和６年 11月 22 日（金）午後１時まで。 

(3) 質疑に対する回答については、令和６年 11 月 29 日(金)午後 1 時から播磨町ホ

ームページにおいて公表します。 

 

９ 提出書類及び提出方法 

(1) 提出書類等 

①参加申込書兼誓約書（様式第1－1号） 

②会社概要がわかるもの 

（会社設立年月日、資本金、事業内容が明記されているパンフレットなど） 

③直近10年以内（平成27年度～令和6年度）に、日本国内において急速ろ過方式に

よる日最大１万立方メートル以上の浄水能力を有する上水道の浄水場運転管理業

務の過去５年以上の契約実績 

④水道施設運転管理業務の受託実績数 

⑤事業継続計画（BCP）作成状況 

⑥財務諸表（直近3箇年通期の会計年度における損益計算書、貸借対照表、キャッ

シュフロー計算書） 

⑦配置予定業務責任者の浄水場運転管理業務の実務経験年数及び保有資格 

⑧配置予定従事者の人数と浄水場運転管理業務の実務経験年数及び保有資格 

⑨技術提案提出書（様式第２号） 

⑩各技術提案書（様式第２－１～２－５号） 

⑪提案価格（見積書）（様式第２－６号） 

⑫説明動画データが保存されたDVD-R 
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(2) 技術提案書作成要領 

   別紙、「第３浄水場運転管理等業務委託提出書類様式集」に基づくこと。 

 ・用紙は A4 版、文字の大きさは 10.5 ポイント以上を標準とする。 

 ・正１部、副７部を提出する。 

 ・提案者の商号又は名称は、表紙に記載し、本文には記載しない。 

 ・様式は、「提出書類様式集」に定める。 

 ・技術提案内容は、様式を用いてそれぞれ回答すること。回答が１枚に収まら

ない場合は、用紙を適宜追加すること。 

 ・追加の費用を要する提案については、費用を記載すること。この費用は提案

価格に含めない。 

 ・⑪技術提案書の内容を説明する様子を撮影した動画を、DVD-R に保存し１部

提出すること。 

  その際に、以下のことを厳守すること。 

  ア 別途資料を作成することなく、⑨各技術提案書を用いて説明すること。 

  イ 動画の時間は 20 分以内とすること。 

  ウ 動画データの拡張子はＭＰ４とすること。 

  エ 動画の一部を割愛する、テロップを入れる、又は短い動画をつなげて 20

分の動画を作成する等の編集加工等はしないこと。 

  オ 動画提出の際は、事前にウイルスチェックを行い異常がないことを確認

すること。 

(3) 提出期間 令和７年 1 月８日（水）から 1月 10 日（金）午後 5 時まで（必着） 

(4) 提出方法 持参（土日祝及び時間外は受け付けない。）又は郵送による。 

なお、持参する場合は、提出時間を事前に連絡すること。また、郵送により提出す

る場合は、提出期限までに必着のこと。 

 

10 審査の実施 

提出された技術提案書等に基づき、播磨町第3浄水場運転管理等業務委託に係る

プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）において、審査を行い、優

先交渉権者を選定します。 

また、参加者数が1者の場合でも、審査及び評価は実施します。 

(1) 書類審査（参加資格条件の確認） 

提出された技術提案書以外の書類審査については、事前に事務局で内容を確認

します。 

(2) 一次選考（書類審査） 

①審査方法：提出書類（提案書等）の内容により上位３者以内を選考する。 

②結果通知：一次選考予定日から１週間以内には電子メールにより通知する。 
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 ・審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

(3) 二次選考（ヒアリング審査） 

①選考：一次選考通過者によるヒアリング審査を実施し優先交渉権者を決定す

る。 

・実施日時：令和７年1月29日（水）（予定） 

※日時・場所等の詳細については別途連絡する。 

      ・技術提案書等（説明動画を含む。）の内容について、審査委員会が質問す

る内容について回答を行うこと。 

・プレゼンテーションの時間は設けず、質疑応答のみとなるので、留意する 

こと。 

・ヒアリング審査への出席は５名以内とし、内１名は、配置予定の業務責任 

者を同席させること。 

・所要時間は30分程度とする。 

 

11 選考審査の方法及び審査項目 

   播磨町職員による審査委員会を設置し、審査委員それぞれが下記により採点

し、集計したものを得点とする。得点が最上位の者を優先交渉権者とするが、得点が

満点の６割に満たない場合は失格とする。 

 なお、参加者が１者の場合については、見積額に対する評価点（30点）を除き、得

点が満点（120点）の６割に満たない場合は失格とする。 

 

【審査項目 全体割合】 

評価項目 評価の割合 選考区分 

１.企業評価 ２０/１５０  

一次選考 

 

二次選考 ２.履行体制の評価 ５０/１５０ 

３.価格評価 ３０/１５０ 

４.技術提案書の評価 ５０/１５０  

 

12 二次審査結果通知について 

(1) 委員会による審査終了後、令和７年2月5日（水）（予定）に播磨町ホームペー

ジで公表するとともに、参加者全員に文書による通知を行います。 

(2) 審査結果についての異議は受け付けない。 

(3) 他の事業者の提案書内容、審査内容については、公表いたしません。 
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13 技術提案に要する経費等 

(1) 技術提案書等の作成経費や旅費等の必要経費等は参加者の負担とする。 

(2) 提出された提案書等は返却しない。 

 

14 業務委託契約の締結 

(1) 契約手続 

優先交渉権者と業務の詳細内容について協議を行い、協議が成立した場合には

当該優先交渉権者と覚書を締結します。 

ただし、契約締結までの間において、協議が整わない場合や事故等の特別な事

由により契約締結が不可能となった場合は、次点者を優先交渉権者に繰り上げる

ものとします。 

(2) 契約の締結にあたっては、播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例 

（平成24年条例第13号）を遵守し、暴力団排除に関する誓約書の提出が必要です。 

(3) 契約保証金 

要 （契約金額の10分の1以上の額） 

 

15  その他 

(1)  当該業務委託は、「播磨町長期継続契約を締結することができる契約に関する 

条例」の規定に基づく契約であり、当該業務契約締結日の属する年度の翌年度 

以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は、発 

注者はこの契約を変更又は解除することができる。 

この場合、受託候補者が本業務委託実施の準備のために要した費用等につい

て、播磨町はその賠償の責めを負わないものとします。 

(2)  業務委託料の支払いについては、業務委託契約書に記載する業務委託料のうち

当該年度の業務委託料を年あたり12回で部分払いとします。 

(3)  契約期間の３年目に直近の労務単価に基づく設計変更を行い、契約期間４年

目、５年目について変更契約を行います。 

 

16  提出先・問い合わせ先 

    〒675-0182 播磨町東本荘1丁目5番30号（※第2庁舎1階） 

播磨町上下水道課 担当：西本   

TEL 079-435-0404(直通)・ FAX 079-437-4192 

Eメール suidou@town.harima.lg.jp 


